
子どもの貧困対策の推進と強化を求める意見書

日本の子どもの相対的貧困率は１６．３％（２０１４年発表）で、６人に１人が
貧困状態にある。特に、ひとり親世帯等の相対的貧困率は５４．６％で、２人に１
人強が貧困状態にあり、先進国の中で非常に厳しい水準である。
貧困の連鎖を絶つことを目的とする「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が

施行され、国が教育や保護者の就労、経済支援等を総合的に進める大綱を策定して
２年が経過した。地方自治体は、地域の状況に応じた施策に取り組み始めているが、
大半の自治体がその基礎となる実態調査を行っていないのが実態である。
経済的貧困は生活資源の不足にとどまらず、子どもの健康、成長・発達、学力・

進学、家族関係・人間関係、精神保健など、様々に影響を及ぼし、子どもの将来の
みならず、社会の安定にも深く関わっている。
子どもたちが自分の可能性を信じ、未来を切り拓いていけるようにするためには、

同法の意義を十分に踏まえ、国の予算を確保し、問題の解決に向けて対策を行う必
要がある。
よって、子どもの貧困対策の推進と強化のため、国においては下記事項について

早急に取り組むことを強く要望する。

記

１ 地方自治体が「子どもの貧困」把握のための実態調査を実施し、貧困対策につ
いて計画策定ができるよう、調査の実施や分析についての支援、財政支援などを
行うこと。

２ 地方自治体の調査、取組などのフォローアップを徹底し、国の総合的な対策に
生かすこと。

３ 子どもの貧困対策に取り組む民間の活動を官民一体で支援する「子供の未来応
援基金」については、真に有効な活用ができるようあり方を見直すこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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